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主 文            

被告人を懲役２年６月及び罰金５億円に処する。 

その罰金を完納することができないときは，金２００万円を１日に換算し

た期間被告人を労役場に留置する。 

訴訟費用は被告人の負担とする。 
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（罪となるべき事実） 

被告人は，平成１６年１０月１０日，実父Ａ（以下，「被相続人」という。）の

死亡により，その財産を相続人Ｂらと共に共同相続し，共同相続人Ｃほか３名から

の委任等により，その相続に関する事務に従事していたものであるが，Ｂと共謀の

上，被告人，Ｂ及びＣほか４名の共同相続人の相続財産に関し，相続税を免れよう

と考え，全相続人の実際の相続税課税価格が合計７８億８０６７万２０００円で，

このうち，被告人，Ｂ，Ｃ及び相続人Ｄの実際の相続税課税価格がそれぞれ１２億



- 3 - 

１２４１万１０００円，相続税額がそれぞれ５億４０１２万１７００円，相続人Ｅ

（平成１７年３月２６日死亡）の実際の相続税課税価格が１８億１８６１万７００

０円，相続税額が８億１０１８万２８００円，相続人Ｆ及び同Ｇの実際の相続税課

税価格がそれぞれ３億４６４０万３０００円，相続税額がそれぞれ１億５４３２万

０４００円であった（別紙１修正相続財産内訳書，別紙２ほ脱課税価格の内訳明細

書，別紙３ほ脱税額計算書参照【いずれも省略】）にもかかわらず，あらかじめ，

被相続人が保有する定期預金を解約した現金を自宅に隠匿するなどして秘匿した

上，平成１７年８月４日，大阪市a区b●丁目●番●号所在の所轄a税務署において，

同税務署長に対し，全相続人の相続税課税価格が合計１６億７６５７万円であり，

そのうち被告人，Ｂ，Ｃ及びＤの相続税課税価格がそれぞれ２億５７９３万４００

０円，相続税額がそれぞれ７９２８万４１００円，Ｆ及びＧの相続税課税価格がそ

れぞれ７３６９万５０００円，相続税額がそれぞれ２２６５万２６００円である旨

の殊更過少な金額を記載した内容虚偽の相続税申告書を共同提出し，さらに，平成

１８年１月２４日，同税務署において，同税務署長に対し，Ｅの相続税課税価格が

３億８６９０万１０００円，相続税額が１億１８９２万６７００円である旨の殊更

過少な金額を記載した内容虚偽の相続税申告書を提出し，そのまま，それぞれ法定

納期限を徒過させ，もって，不正の行為により，被告人，Ｂ，Ｃ，Ｄの相続税各４

億６０８３万７６００円，Ｅの相続税６億９１２５万６１００円，Ｆ及びＧの相続

税各１億３１６６万７８００円（別紙３ほ脱税額計算書参照【省略】）を免れた。 

（証拠の標目）【省略】 

（争点に対する判断） 

第１ 争点 

１ 検察官の主張 

検察官は，被相続人の相続税申告において申告していなかった財産として，

①被告人方及びＢ方から発見された現金，②後述する関係法人に対する被相続

人の家族名義の貸付金が存在していたところ，ⅰ）発見現金のうち合計６０億
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３９００万円は，被相続人に帰属していた被相続人名義・仮名名義・家族名義

の定期預金の解約現金であること，ⅱ）貸付金は，関係法人の銀行からの借入

金を，被相続人に帰属する家族名義定期預金の解約金で返済したことにより発

生したものであることから，これらの財産は全て被相続人に帰属していたもの

であり，相続税課税の対象とすべき財産であったにもかかわらず，被告人は，

Ｂと共謀の上，被相続人の相続税申告において，これらの財産を除外して過少

な申告を行い，相続税合計２９億５３８６万６８００万円を免れたと主張して

いる（なお，相続税申告においては，相続人全員についての申告がなされてい

るが，検察官は，相続人中，Ｈの分については，本件公訴事実から除外してお

り，上記ほ脱金額は，Ｈ分を除いた金額である。）。 

２ 弁護人の主張 

弁護人は，検察官が相続財産であると主張する現金や家族名義の貸付金の存

在自体は争っていないが，ⅰ）検察官は，前記仮名名義定期預金（以下，単に

「仮名定期預金」という。）について，被相続人に帰属すると認定するに足る

だけの立証をしていない，ⅱ）前記家族名義定期預金は各名義人に帰属してい

たもので，その解約現金も各名義人に帰属する，ⅲ）同様に家族名義定期預金

を原資とする家族名義の貸付金も各名義人に帰属する，ⅳ）検察官は，発見さ

れた現金の原資がいずれも被相続人名義・仮名名義・家族名義の定期預金に由

来することについて十分な立証を行っていないとして，検察官の主張する被相

続人の財産及びほ脱税額はいずれも過大である旨主張する。 

更に，被告人は，公判で，Ｂとの共謀状況を否定する内容の供述をしている。 

３ 本件の争点 

したがって，本件の争点は，検察官が相続財産であると主張する，①現金，

②家族名義の貸付金が，それぞれ被相続人に帰属する相続財産であるのかとい

う点，及び，③Ｂとの共謀が認められるのかという点にある。そして，①当該

現金の帰属に関しては，検察官が主張する被相続人帰属の根拠事実について，
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ⅰ）仮名定期預金の帰属，ⅱ）家族名義定期預金の帰属，ⅲ）発見された現金

が被相続人名義・仮名名義・家族名義の定期預金の解約現金であるのかという

点が主たる争点となる。 

以下，まず，証拠によって認められる事実を検討した上で，争点について検

討する。 

第２ 証拠上認められる事実 

１ 被告人や家族の身上等 

 家族関係 

被相続人（平成１６年１０月１０日死亡）の家族状況は別紙４【省略】の

とおりである。 

被相続人の妻Ｅ，その長女である被告人，二男Ｄ，四女Ｂ，三男Ｉはいず

れも韓国籍を有し，又は，有していた者であり，長男Ｃ，その妻Ｊ，二女Ｋ

の夫Ｈ，その長女Ｇ，その長男Ｆは，日本国籍を有する者である。 

なお，二女Ｋ（昭和５９年８月死亡），三女Ｌ，Ｉ（平成１６年３月１９

日死亡）は，本件相続前に，Ｅは，本件相続後の平成１７年３月２６日に，

それぞれ死亡した。 

 被告人の身上，生活状況等 

被告人は，昭和●年●月●日，被相続人及びＥの長女として，大阪市c区で

出生した。 

その後，d大学e科を卒業し，昭和●年●月●日に結婚し，昭和●年●月●

日，長男Ｍをもうけたが，昭和●年●月に戸籍上の離婚をした。なお，被告

人は，結婚後，大阪市a区f●丁目●番●号の被告人方（以下，「被告人方」

という。）に引っ越しており，以後，一時的に実家に居住していた時期があ

るほかは，同所に居住している。 

被告人は，家事手伝いとともに，関係法人の事務（結婚前は，主に後述す

るg商事の持つ物件の集金事務，映画館の手伝い等）等に従事しており，自ら



- 6 - 

ピアノ教室・華道・茶道の月謝で一定の収入を得ていたほか，「お小遣い」

又は，後述のように「マンション手当」の名目で，被相続人から現金を受け

取って生活費に充てていた。 

被告人は，昭和４６年から平成８年ころまで，家計簿をつけており，その

中で，自身やＭの名義の口座を記載・管理していたが，その家計簿に，後述

する仮名・家族名義の定期預金や被告人方で発見された現金の記載はない。 

 Ｂの身上，生活状況等 

Ｂは，短大やその付属の研究科を卒業後，専門学校に１年通い，薬種商販

売業の許可をとり，その後は，両親と同居している大阪市a区hの自宅付近で，

薬種商販売業をしつつ，被相続人から，お小遣いという名目で，一定の現金

（当初は月々二，三万円，その後，月々１０万円程度まで増額された。）を

受け取り生活していた。 

なお，Ｂは，前記自宅で，両親の入院又は死亡前は両親と共に，死亡後は

一人で居住している（以下，被相続人の死亡の前後を問わず，「Ｂ方」など

という。）。 

 その他の家族の身上等 

Ｃは，昭和４５年に医科大学，昭和４９年３月に大学院を卒業し，その後，

病院勤務を経て，平成７年ころ，病院勤務を辞め，i診療所を開設し，以後，

同診療所を経営している。ＣとＪは，昭和５４年ころから同居を始め，その

後，同６１年に入籍した。 

Ｄは，昭和４９年３月に大学医学部を卒業し，同年６月に医師登録をし，

以後独立して生計を立てていた。 

Ｍは，平成４年３月に医科大学を卒業し，その後，医者として独立して生

計を立てている。 

Ｋは，昭和４７年１２月ないし昭和４８年１月ころまで，jビルの事務所で

働いていたが，同年２月に結婚した後は仕事をしておらず，前記のとおり，
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昭和５９年８月に亡くなった。なお，その夫Ｈは，Ｋが関係法人の取締役を

しているという話を聞いたことはなかった。 

２ 被相続人の死亡及び家族の相続分 

被相続人は，平成１６年１０月１０日に死亡した。 

被相続人は，韓国籍を有することから，当時の旧法例２６条の適用により，

法定相続割合は，韓国民法が適用される。韓国民法では，配偶者と子１人当た

りの相続割合は３対２で，子同士は均等の割合とされ，被相続人の死亡前に子

が死亡していたとしても，その子に配偶者や子（被相続人の孫）がいる場合，

この相続分をその配偶者とその子（孫）１人当たりが３対２，子同士は均等の

割合で相続することとされている。そのため，各法定相続割合は，Ｅが１３分

の３，被告人，Ｃ，Ｄ及びＢはそれぞれ１３分の２，Ｈは９１分の６，Ｆ及び

Ｇはそれぞれ９１分の４になる。 

３ 相続税申告の状況 

被告人は，平成１７年８月４日，所轄a税務署長に対し，全相続人の相続税課

税価格が合計１６億７６５７万円であり，そのうち被告人，Ｂ，Ｃ及びＤの相

続税課税価格がそれぞれ２億５７９３万４０００円，相続税額がそれぞれ７９

２８万４１００円，Ｆ及びＧの相続税課税価格がそれぞれ７３６９万５０００

円，相続税額がそれぞれ２２６５万２６００円，Ｈの相続税課税価格が１億１

０５４万３０００円，相続税額が３３９７万８９００円である旨の金額を記載

した相続税申告書（Ｎ税理士作成）を提出した。更に，被告人は，平成１８年

１月２４日，同税務署長に対し，Ｅの相続税課税価格が３億８６９０万１００

０円，相続税額が１億１８９２万６７００円である旨の相続税申告書（Ｎ税理

士作成）を提出した。 

被相続人の死亡に関する相続税の申告について，Ｅ，Ｃ，Ｄ，Ｂ，Ｇ，Ｆは，

被告人に委任していた。 

４ 本件に関する銀行の統廃合の状況 
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本件に関係する銀行の統廃合の状況は，別紙５【省略】のとおりである（な

お，信用組合k銀行・信用組合k’銀行については，名称変更の前後を問わず，

以下，「k銀行」という。）。 

５ 現金の発見状況等 

 平成１８年１１月１４日に被告人方で発見された現金等 

ア 現金の発見状況 

平成１８年１１月１４日，被告人方に捜索が入り，１階応接室，台所，

ガレージ倉庫から，合計６０億８６７８万１０００円（ガレージ倉庫から

５６億５９１１万８０００円，１階応接室から２億８３５６万８０００円，

台所から１億４４０９万５０００円）の現金が発見された。 

これらの現金の多くは，帯封が付されたまま，あるいは輪ゴムで留め，

封筒に入れられるなどした上，紙袋・ビニール袋・ラップで包み，更に，

防虫剤などと同梱されるなどして，紙袋，段ボール箱等に入れられ，まと

めて保管されていた。 

イ 帯封の状況等 

被告人方で発見された現金の帯封の状況等は，次のとおりである（以下，

特定の銀行の帯封が付されていた現金を，「○○銀行の帯封現金」などと

もいう。）。 

 k銀行の帯封  合計３８億６０００万円 

k銀行の帯封が付された現金のうち，帯封に付されていた日付の年度別

の内訳は，次のとおりである。 

平成１０年付け １３００万円 

平成１１年付け １８億９０００万円 

平成１２年付け １６億６１００万円 

平成１３年付け ２億６８００万円 

平成１４年付け ３００万円 
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平成１５年付け ２００万円 

日付特定不可 ２３００万円 

k銀行の帯封現金の中には，l支店の帯封のもの合計３７００万円（平

成１１年１１月２日付け５００万円，同月４日付け１０００万円，同月

８日付け２００万円，平成１２年１月１３日付け２０００万円），l2支

店の帯封のもの合計１４００万円（平成１１年１１月２日付け１３００

万円，同月４日付け１００万円），l3支店の帯封のもの合計４９００万

円（平成１１年１１月８日付け８００万円，同月９日付け４０００万円，

平成１２年１月１８日付け１００万円），l4支店の帯封のもの合計１億

２０００万円（平成１１年１２月７日付け１０００万円，同月１０日付

け２０００万円，同月１３日付け５０００万円，同月１５日付け２００

０万円，同月１６日付け１０００万円，同月１７日付け１０００万円），

l5支店の帯封のもの合計３３００万円（平成１１年１２月８日付け３０

０万円，同月１０日付け３０００万円），l6支店の帯封のもの合計１２

００万円（平成１１年１０月１３日付け２００万円，同月２０日付け８

００万円，同月２２日付け２００万円）が含まれていた。 

また，帯封の日付を特定できない現金のうち，１５００万円は，平成

１１ないし１３年付けのk銀行の帯封現金などと同一封筒又は同一紙袋

内に保管されていた。 

なお，平成１５年付けの帯封は，日付を誤って押印したものであり，

その帯封現金は，平成１１年４月２１日から平成１２年４月２０日の間

に出金されたものであると認められる。 

 m銀行の帯封  合計１億５０００万円 

 n銀行の帯封  合計１３億８１００万円 

 o銀行の帯封  ２億１７００万円 

 p銀行の帯封  ３０００万円 
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 q銀行の帯封  １億１０００万円 

 その他の金融機関の帯封（金融機関共通帯封含む）  ６８００万円 

 無地帯封  ８１００万円 

無地の帯封が付されていた現金のうち，３０００万円は，k銀行の帯封

付き現金と同一の包みで保管されていた。 

 帯封なし  １億８９７８万１０００円 

 平成１８年にＢ方から発見された現金等 

ア 平成１８年１１月１４日に発見された現金 

平成１８年１１月１４日，Ｂ方２階中和室の押入内青色スーツケース内

から，現金１億円（黒色ビニール袋入り，平成１０年１０月２９日付けn

銀行帯封付き）が発見された。 

イ 平成１８年１１月２０日のＢによる入金 

平成１８年１１月２０日，Ｂは，現金１億円（いわゆるＤ券）を株式会

社r銀行に持参し，それをＢ名義の普通預金口座に入金した。更に同日，同

口座から，１億円を出金し，同銀行の同名義の定期預金口座に入金した。 

 平成２０年３月１１日のＢ方に対する調査 

平成２０年３月１１日，Ｂ方に捜索が入り，合計１億０５４２万８６００

円の現金が発見された。 

そのうち，合計８９００万円に帯封が付されていた。その帯封の状況等は，

以下のとおりである（下記のn銀行大阪の帯封には，「８１０１３」との印字

があり，当該数字は，１９９８年（平成１０年）１０月１３日を意味するも

のであるから，下記の日付であることが認められる。）。 

平成１０年１０月１３日付けn銀行大阪の帯封  ６０００万円 

平成１１年４月２６日付けn銀行帯封   ２０００万円 

平成１１年８月２６日付けk銀行s支店の帯封 ９００万円 

なお，上記n銀行帯封現金，k銀行s支店の帯封現金は，いずれも「Ｋ ＧＩ
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ＮＫＯＵ」【仮名処理】と印刷された紙袋に入れられていた。 

６ 関係法人の経営状況，経理処理の状況等 

 関係法人の設立経緯，経営状況等 

ア 関係法人の設立経緯等 

被相続人は，ミシンの払い下げの仲介等や，タクシー営業を行い資金を

蓄えた。そして，その後，不動産賃貸業や貸金業を営むため，被相続人は，

順次，昭和２９年３月にg商事株式会社，昭和３５年６月にt興業株式会社，

昭和３６年２月にu株式会社，昭和３７年１０月にj興業株式会社，昭和３

９年９月にv興業株式会社，昭和３９年１１月にw興業株式会社，昭和４５

年３月にx興業株式会社，昭和４５年８月にy興業株式会社を，それぞれ設

立した（以下，８社をまとめて「関係法人」という。なお，各社を表記す

るときは，「株式会社」の記載を省略する。）。 

g商事とy興業はＢ方（もともと被相続人と妻Ｅが居住していた家），t

興業，u興業，j興業，v興業，w興業は難波にあるjビル，x興業は被告人方

を事務所としていた。 

なお，被告人は，結婚前に２００万円の定期預金を被相続人に預けてお

り，被告人の結婚後，被相続人が，原資にその定期預金を用い，代表取締

役を被告人，本店所在地を被告人方として，x興業を設立し，xマンション

を建てたものであった。 

イ 関係法人の経営状況等 

関係法人の役員には，名義上，被相続人の家族が中心になっていた。平

成に入った以降は，家族（Ｅ，被告人，Ｃ，Ｄ，Ｂ，Ｉ）の他は，Ｃの妻

Ｊや，監査役とされていたが実際には監査役の職務を行っていなかった被

相続人の知人Ｏの他はいなかった。なお，名義上，Ｄはj興業，Ｃはt興業

の代表取締役とされていた。 

もっとも，x興業を除く関係法人の経営は，平成８年１２月に被相続人が
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入院するまでは，被相続人が行っていたが，被相続人入院後は，被告人が，

被相続人やＥに対する報告・相談をしながら，実質的に行っていた。 

関係法人は，不動産賃貸業等を営んでおり，それにより収入を得ていた。 

不動産賃料の支払いは，賃借人が事務所に現金を持参してなされるもの

が多かった。なお，振込でなされていた分もあり，振込は，その法人名義

又は被相続人名義の預金口座になされていた。 

x興業を除く関係法人７社の経理処理は事務員であるＰ（昭和５４年ころ

から事務員になった。）が行っていた。 

ウ x興業の経営状況等 

x興業の経営するxマンション（３６戸）の集金業務等は被告人が行って

いた。被告人は，前記のとおり，被相続人から毎月現金を受け取っていた

が，定額でもらう「お小遣い」の他に，xマンションの集金業務を周旋屋に

依頼した場合に，周旋屋に支払うことになる分と同じ程度の金額を，「マ

ンション手当」として取得していた。 

 関係法人の経営に対する家族の関与状況 

ア 家族での食事会の状況 

被相続人の家族は，家族の誕生日やクリスマス，正月などに，月１回程

度，一家（被相続人，Ｅ，被告人，Ｃ，Ｄ，Ｉ，Ｋ，Ｂ及びＭ）が集まり，

被相続人の自宅（現Ｂ方）又は中華料理店で食事をしていた（被告人は，

「その際，被相続人から，関係法人の業務の状況の話や，マンション名・

マンションの高さをどうするか，不動産を購入するかどうかなどについて

の話があり，それについて家族が意見を言うことがあった。」旨供述する。）。 

ただし，Ｃはほとんどその食事会には参加していなかった。 

なお，関係法人においては，司法書士のＱやＰにより，株主総会議事録

や役員総会議事録が作成されていたが，この食事会のほか，関係法人の役

員や株主が集う会議等は行われていなかった。 
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イ 家族の関係法人の業務への関与 

Ｃ，Ｄは，被相続人に言われて，不定期に，医師としての仕事の休日に，

モータープールなどの仕事の手伝いをすることはあったが，それ以外に両

名が，関係法人の業務に関与することはなかった。なお，仕事の手伝いを

する際は，給料や交通費等は取得していなかった。 

Ｉは，一時，関係法人の仕事を手伝っていたことがあった。その際は，

被相続人に指示され，掃除，モータープールの手伝いや，被相続人の送り

迎えなどをしていた。 

Ｍは，関係法人の業務に関与したことはなく，関係法人の取締役・監査

役になることについて承諾したことはなかった。 

Ｈ，Ｇ，Ｆ及びＪが，関係法人の業務の手伝いをしたことはなく，前記

の食事会に出席したことはなかった。 

 家族の被相続人との金員のやりとりと各人の口座の管理状況 

ア Ｄの被相続人との金員のやりとりについて 

Ｄがz病院に勤務していた昭和５６年ころ，高額の税金がＤの給料にかか

ったことがあり，Ｄが，被相続人にその旨を伝えたところ，その分の補て

んとして，月に６０万から８０万円程度を，数年にわたって現金で受け取

ったことがあった。Ｄは，これは法人からの給料か役員報酬かと考えてい

た。Ｄは，受け取った現金を保管していたが，２０００万円程度まで貯ま

った時点で被相続人に返したところ，同人は，そのお金はＤの給料として

出しているものだから預かって運用すると言った。 

イ 家族の口座管理状況 

Ｃは，k銀行，α銀行に預金口座を開設したことはなく，k銀行のＣ名義

の口座は，Ｃが管理していたものではない。 

Ｄは，自身の管理する預金口座の口座番号等を書面に控えており，Ｄが

支出した預金口座は，これに記載されているもの以外にはない。 
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Ｊは，Ｊの名義で，k銀行，α銀行，o銀行に口座を開設したことはない

し，本件の捜査の関係で取調べを受けるまで，それらの銀行に，「Ｊ」名

義の預金口座があることを知らなかった。 

Ｋが亡くなった際の相続財産に，関係法人の株式はなく，Ｋがβ信用組

合に口座を持っているという状況もみられなかった。 

Ｍは，自身の預貯金口座として開設したことがあるのは，γ銀行，δ銀

行，ε銀行，郵便局のみであり，それ以外の金融機関で口座を開設したこ

とはない。k銀行，ζ銀行のＭ名義の口座は，Ｍが管理しているものではな

い。 

７ 被相続人による仮名定期預金の開設状況等 

k銀行においては，組合員でない者名義の口座でも預金口座作成に応じてお

り，押印のある定期預金証書を持参すれば，払戻しに応じていた。 

 昭和５６年ころのa支店での取引状況 

Ｒ（昭和５６年ころから約１年間，k銀行a支店支店長代理を務めた。）は，

同支店長代理として赴任した際，前任者から，「被相続人の場合は，主に被

相続人から連絡があって，k銀行側で，仮名預金的な預金口座を作っている。」，

「預金を預かれば，k銀行側で名義等を考えて作成する。以前からそういうふ

うにしている。」旨の申合せ・申送りがあった。 

Ｒが同支店長代理に在任中，同支店で，被相続人から現金を預かって預金

口座を開設したことがあった。その際は，ほとんどの場合は被相続人から呼

ばれ，Ｒが，被相続人の自宅（現Ｂ方）に行き，被相続人から，現金を出さ

れ，「いつものように作成してくれ。」（少しいい金利をつけて仮名名義をk

銀行側でつけてという意味）と言われて，その現金を預かり，k銀行側で，仮

名預金の作成名義を考え，その名義に合う印鑑をk銀行側で調達し，その印鑑

と作成した預金の定期預金証書を被相続人に届けていた。印鑑と定期預金証

書を渡す際，被相続人又はＲが，その印鑑で証書の裏に判を押し，その後，
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Ｒは，被相続人に言われ，その印鑑を処分していた。 

Ｒは，被相続人以外の人物から現金を預かったことはなく，定期証書等は，

被相続人に渡していた。 

 平成５年から７年ころのη支店での取引状況等 

Ｒ（平成５年５月から平成７年１０月まで，k銀行η支店支店長を務めた。）

が，同支店長に在任中，同様に，仮名定期預金を作成し，印鑑と定期預金証

書を被相続人に届けていた。 

η支店においては，証書１枚当たりの預金額は５００万円を超えないよう

にしており，被相続人から預かった現金の金額が大きく，証書をたくさん作

成しなければならない場合には，仮名名義で，η支店以外に口座を作ること

もあった。 

８ 平成９年の関係法人に対する税務調査 

 平成９年１１月ころ，θ税務署は，jビルの事務所を事務所とするj興業，u

興業，t興業，v興業，w興業（以下，「５社」という。）に対する税務調査を

行った。 

当該税務調査においては，被告人に対する聞き取り調査などが行われた。

また，当時θ税務署に勤務し，当該税務調査を担当したＳは，病院に入院中

の被相続人に対する聞き取り調査に行ったが，被相続人が泣き出すなどした

ため実際に聞き取り調査はできなかった。 

 Ｓは，仮名定期預金について，税務調査の過程で，窓口となっていたＮ公

認会計士（同人は税理士資格も有する。Ｎは，平成９年に関係法人が税務調

査を受けた際に，ι会の紹介で，被告人と知り合い，平成９年の税務調査の

立会や被告人側の相談にのっていた。）に対し，当該税務調査で発覚した仮

名定期預金を，法人の預金として受け入れ，その時点の７年前からその預金

について発生した受取利息（２億７０００万円程度であった。）を，果実と

して修正申告することを提案した。しかし，Ｎからこの提案を聞いた被告人
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は，その受取利息について，法人帰属ではなく，個人の帰属で処理する意向

を示し，θ税務署は，これらの仮名預金については，関係法人の法人税調査

からは区分して，法人に関係しないものとして取り扱うこととした。 

 当該税務調査において，Ｓは，５社に関して，被相続人の家族からの聞き

取り状況や，jビルの事務所での被告人とＰの稼働実態などを見て，家族につ

いては，法人の業務には一切参画していないと判断した（ただし，Ｓは，Ｂ

とは面談をしていない。）。そこで，Ｓらは，５社の役員報酬が架空であり，

被相続人個人が取り込んでいたという考えで調査を進めた。しかし，最終的

には，過大役員報酬として法人の経費性を否認するにとどめ（過大に役員個

人としては報酬を受けているものとして），源泉徴収税の還付はしないとい

う処理がなされた。 

９ 被告人，Ｂによるk銀行の預金口座の解約状況等 

被告人及びＢは，k銀行の経営が順調とはいえないという噂があり，k銀行が

経営破綻することを危惧するなどしたことから，平成１０年ころから，k銀行の

定期預金を，一定のペースで解約するようになった。 

k銀行η支店長であったＴ（Ｔは，平成１１年４月に，k銀行η支店長になり，

その後，平成１４年６月に退職するまで，η支店長として勤務した。）は，平

成１１年５月ころ，被告人に対し，仮名名義の預金を，預金者本人の名義にし

て欲しい旨申し入れたが，被告人はこれを拒否した。その後，被告人とＢは，

定期預金の解約を増やした。以後，被告人及びＢは，一定期間中断する時期は

あったものの，定期預金証書に印鑑がないもの・印鑑違いのものを除いて解約

が終わった平成１３年２月ころまで，継続的に，仮名定期預金の解約手続を行

った。 

解約の際，被告人及びＢは，既に署名・押印のある定期預金証書（従前はＢ

方に保管されており，その後，被告人方に運び込まれたもの。）をk銀行に持っ

て行き，解約手続を行った。その後，両名は，現金と計算書の入った袋を受け
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取り，それをショッピングカートに入れて，いったん事務所に運び，その後，

Ｂ方に持って行き，現金をＥに見せた上で，被告人方に運び，ガレージ倉庫等

に保管していた。 

被告人又はその他の人物が，ガレージ倉庫に持ち込んだ現金を持ち出したこ

とはなかった。また，被告人は，解約名義や解約した金額等の記録や，区分け

して保管することはしていなかった。 

k銀行においては，１００万円以上の単位の現金をまとめて渡す場合には，帯

封がついている現金を渡すのが通例であり，その帯封は，k銀行のものの他，m

銀行（合併後はδ銀行）及びn銀行の帯封の場合があった。 

10 平成１１年５月中旬の約３億円の解約 

被告人は，平成１１年５月中旬ころ，k銀行η支店において，３億円余りの定

期預金を解約した。当時のη支店長であったＴら銀行員は，解約現金（１億円

入りのパック３個及び端数の現金）をＢ方１階リビングに運び，被告人，Ｅ，

Ｂに渡した。 

11 平成１２年１１月の税務調査について 

平成１２年１１月初めころ，θ税務署の管轄である５社（j興業，t興業，v

興業，u興業，w興業），a税務署の管轄である３社（g商事，y興業，x興業）に

対する合同の税務調査が行われた。その過程で，平成９年の税務調査において

発見された仮名定期預金とは異なる仮名定期預金が多数発見された。 

12 平成１１年から１２年のk銀行との交渉等 

 被告人とWの交渉経緯 

k銀行は，関係法人に対して，２０数億円の貸付けをなしており，関係法人

名義及び仮名名義の各預金が，その担保に入れられていた。 

その際，被相続人は，k銀行に対して，１９９４年（平成６年）１２月２８

日付けの「担保預金差入証」（平成７年１月５日付け公証人印押印）を提出

した。この書面には，「別紙添付しております預金明細の通り，合計１０５
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枚金１４（億）０２０４（万）２４１３円の定期預金は，私，Ａ所有の預金

であり，債務者，u興業（株），g商事（株），j興業（株），v興業（株），y

興業（株），t興業（株）の貴組合からの借入金の担保として差入致します。」

との記載があり，預金明細が添付されている。 

なお，平成１２年１２月にk銀行は破綻した。 

 Ｕ弁護士による解約 

被告人は，Ｕに対し，平成１３年１月２０日，①担保預金と関係法人の不

動産がk銀行に二重担保に取られているので，不動産担保を解除する手続をす

ること，②印鑑違いなどのために解約できていない預金の解約手続の交渉を

することを依頼した。 

その依頼を受けて，Ｕは，信用組合k銀行金融整理管財人Ｖ及び理事営業本

部長Ｗにあてて，平成１３年４月４日に「定期預金解約請求書」（預金目録

添付）を，同年５月１１日に「担保権解除申入書」を送付した。 

その後，平成１３年１２月６日，担保預金の解約が認められ，その解約金

で，関係法人に対する借入金は返済され，その後，k銀行は，不動産担保を外

した。 

また，前記「定期預金解約請求書」に基づく請求については，解約が認め

られ，１億６５０４万６０９５円が，株式会社q2銀行（現在のq3銀行。以下，

「q銀行」という。）のＡ（被相続人）の代理人Ｕ名義の預かり金口座に振り

込み入金され，さらに，それがそのままq銀行の別のＵ名義の預かり金口座に

振込送金された（解約する際，Ｕは，定期預金証書の裏面に，その定期預金

の名義人の氏名の他に，「Ａ」と記載した。）。Ｕは，被告人から，現金で

受け取りたいとの申し入れがあったことから，平成１４年１月２４日，利息

分９４１円を足した１億６５０４万７０３６円を現金で出金し，Ｕの報酬分

１８２６万５０００円を差し引いた残りの１億４６７８万２０３６円を現金

で被告人とＢに渡した。その現金には，q銀行の帯封がついていた。 
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13 相続税申告の際の状況 

Ｎ事務所のＸ税理士は，平成１６年７，８月ころから，関係法人の担当とな

り，同年１０月に被相続人死亡後，相続税の申告手続の担当となった。Ｘは，

会社の株式評価と，被相続人に帰属する財産がないかを確認し，その過程で，

現金・預金・貸付金の有無について，被告人及びＢに確認した。それに対して，

被告人及びＢは，ないと答えた。 

Ｎは，平成１７年６月ころ，jビルの事務所に，Ｘとともに行き，Ｎが，被告

人に対し，相続財産としての現金・預金の有無について確認したところ，被告

人は，「ない」旨答えた。 

14 供託金について 

関係法人の賃貸物件の賃借人が賃料を供託した供託金があったところ，Ｐは，

平成８年１２月以降，被告人に言われて，それを，n銀行大阪支店で現金化し，

それを事務所に持ち帰り，被告人に渡していた。 

被告人は，受け取った現金を，Ｂ方でＥに見せ，その後，被告人方に持ち帰

り，その他の現金と区別することなく保管していた。 

平成９年から平成１４年までの間に現金化された供託金のうち，１００万円

以上の束ができる可能性のあるものの合計額は，７８００万円であった。 

15 平成１０年から１３年の間に現金化された仮名定期預金の存在 

平成１８年１１月以降に行われた本件査察調査において，仮名定期預金につ

いて下記のような調査が行われた（仮名定期預金把握の根拠によって，それぞ

れ，手帳記載分，同時処理分，担保預金分，弁護士解約依頼分，マネロン分，

帯封分という。）。 

その調査によって把握された仮名定期預金について，査察官Ｙ１は，出金額

と入金額に差が出る取引に着目し，現金化額をとりまとめた。その結果，平成

１０年から１３年に仮名定期預金から現金化された金額の合計は６１億１１９

６万００４９円となった。 
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なお，Ｙ１は，出金された現金が，関係法人において，関係法人の現金とし

て扱っているかどうか，会社の現金出納帳を見て，出金された現金が，法人に

流れていないかという点の検討はしなかった。 

 手帳記載分 

ア 手帳の発見状況及び手帳の体裁等 

平成１８年１１月１４日に行われたＢ方に対する捜索の際，Ｂ方２階か

ら，手帳２冊（甲１１５，１１６。以下，単に「手帳」などという。）が

発見，押収された。 

各手帳には，いずれもk銀行の印刷等があり，また，甲１１５号証の手帳

には，「●●」【仮名処理・イニシャルが記載】との記載がある。 

各手帳の日付欄には，「２桁の数字‐７桁の数字‐１桁の数字‐６桁の

数字（数字）」という規則性を持った記載が多数みられる。 

イ 手帳に基づく調査等 

査察官Ｙ２が，k銀行の調査を行ったところ，手帳の前記記載は，k銀行

の定期預金証書の番号等であり，６口のκ銀行の預金証書の番号が記載さ

れているのを除いては，概ね，左から，「旧k銀行の店番‐ＣＩＦ番号‐証

書式か通帳式かという区別‐口座番号（１００万円単位での元金）」とい

う意味で記載されていることが発覚した。なお，ＣＩＦ番号（シフ番号）

とは，金融機関が顧客を管理するために付けている番号であり，同一人物

には同一の番号が付されるものである。 

そこで，Ｙ２及び査察官Ｙ３が，手帳に記載された番号の定期預金につ

いて，取引履歴や解約状況を調査し，その調査結果について，①手帳に記

載されている（口座）番号が，その番号のままで（継続・番号変更がなく）

最終的に解約されたもの（「手帳記載分」），②手帳に記載されていた口

座番号の口座が，その後継続されて，その継続された番号で解約されたも

の（「手帳記載分（継続）」），③手帳に口座番号等が記載された口座が



- 21 - 

解約され，その後，同じ名義の異なる口座番号の口座に預け入れられたも

ので，ＣＩＦ番号が同一のもの（「手帳記載分（ＣＩＦ）同一」）という

類型ごとにとりまとめたところ（以下，それらの類型の口座を，それぞれ

括弧内記載の名称で呼ぶ。），平成１０年から平成１３年の間に解約・現

金化された金額の合計は，それぞれ，①３２億２４８０万８１９１円，②

９億８７３６万７００８円，③８９３９万５９５４円であり，これら手帳

に基づいた調査によって把握された預金の解約金の総額は，４３億０１５

７万１１５３円であった。 

なお，Ｙ２は，前記手帳の記載の筆跡と，k銀行の口座の開設届の記載や，

Ｂの質問調査の際の署名の筆跡との対比する調査を行い，手帳の記載は，

被相続人のものであると判断した。その調査においては，数字の対比を中

心に行ったほか，特定の文字の対比を行った。また，Ｙ２は筆跡鑑定の専

門家ではなく，その調査の際，専門家に鑑定を依頼しなかった。 

 同一機会処理分（手帳記載分から同一機会処理をたどって発覚した分）（査

察官の類型は，「筆跡分」） 

Ｙ３は，手帳記載分の定期預金口座のうち，k銀行η支店において開設され

た仮名定期預金の解約伝票について，現金の払戻しや入金の際に，解約伝票

や入金伝票に，現金ジャーナル機により印字される処理情報を見て，同一人

が処理したものかを判別する調査を行った。 

その現金ジャーナル機の印字は，上下２段に分かれており，上段が伝票を

現金ジャーナル機に通した時刻，下段は，「担当者コード（各金融機関の行

員に与えられた担当者の番号）－処理通番（伝票を現金ジャーナル機に通し

た順番に付されていき，同一人に帰属する一連の処理であれば，同一のもの

が付される番号）－枝番（処理通番ごとに，伝票の枚数に応じて付されてい

く番号）－機械番号（現金ジャーナル機の番号）」という内容になっていた。 

この調査によって， 
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① 手帳に口座番号が記載された仮名定期預金の解約伝票と同一時間帯に，

同一の処理通番による処理がなされた解約伝票が作成された仮名定期預

金 

② 手帳に口座番号が記載された仮名定期預金の解約伝票と同一時間帯に，

同一の処理通番による処理がなされた入金伝票が作成された仮名定期預金 

③ 上記②により判明した仮名定期預金の解約伝票と同一時間帯に，同一の

処理通番による処理がなされた解約伝票が作成された仮名定期預金 

④ 上記①により判明した仮名定期預金の書換え継続等により開設された

仮名定期預金の解約伝票と同一時間帯に，同一の処理通番による処理がな

された解約伝票が作成された仮名定期預金 

⑤ 上記①により判明した仮名定期預金の書換え継続等により開設された

仮名定期預金の解約伝票と同一時間帯に，同一の処理通番による処理がな

された入金伝票が作成された仮名定期預金 

が発見された。 

Ｙ３は，そのうち，手帳記載分（継続分，ＣＩＦ同一分を含む。）として

既に把握されていたものを除いたものをとりまとめ，更に，Ｙ１が，出金額

と入金額に差が出る取引に着目し，現金化された金額をとりまとめたところ，

その結果，前記①ないし⑤の類型の預金のうち，手帳記載分（継続分，ＣＩ

Ｆ同一分を含む。）と重複しない仮名定期預金は，すべて平成１０年から平

成１３年にかけて解約されており，現金化された金額は，合計９億１４７３

万７２７２円となった。 

Ｙ３は，前記①ないし⑤の類型の仮名定期預金について，最終解約時の定

期預金証書のサインと，被告人の筆跡との対差による調査を行い，Ｙ３は，

それらのサインは，被告人の筆跡に酷似していると判断した。なお，Ｙ３は，

筆跡鑑定の専門家ではないし，当該調査について，専門家に依頼することは

しなかった。また，これらの預金についての入金伝票は入手していたが，そ
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れに記載されていた名義人の署名を誰がしたのかという調査はしなかった。 

 担保差し入れ分 

Ｙ３は，前記の「担保預金差入証」（預金明細添付）に基づき，定期預金

の調査を行った。 

Ｙ３が，その添付の預金明細に記載されていた預金のうち，解約・現金化

された金額をとりまとめたところ，平成１０年から平成１３年に解約・現金

化されたものの額は，合計１億６１７６万５９７２円であった。 

 弁護士解約依頼分 

Ｙ３は，Ｕ弁護士が送付した前記「定期預金解約請求書」に基づいて預金

の調査を行い，同請求書に添付された別紙定期預金目録に記載された定期預

金のうち，既に手帳記載分の仮名定期預金として把握していたものを除いた

ものをとりまとめたところ，平成１３年に現金化された金額は，合計１３６

８万９７０９円であった。 

 マネロン分 

Ｙ３は，氏名欄に「Ａ」などと記載されるなどし，参考情報欄にそれぞれ，

定期預金の解約件数及び金額が記載された，２００１年１月２２日付け，１

月２３日付け，１月１９日付けのマネーロンダリングに関する本人確認書に

基づいて定期預金の調査を行い，既に手帳記載分として把握されていた定期

預金を除いて（確認書類欄の名前と金額部分を四角で囲んでいる部分が，手

帳記載分と重複しない分である。），その現金化された額等をとりまとめた

ところ，当該定期預金から平成１３年に現金化された金額は，合計６８２０

万２９８３円であった。 

 帯封分 

Ｙ３は，被告人方から発見された現金の帯封に基づいて仮名定期預金の調

査を行った。被告人方から発見された現金に，k銀行l支店，l2支店，l4支店，

l3支店の帯封が付されたものがあったことから，各支店を調査して，その過
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程で，仮名定期預金を発見した。 

この調査において，l支店については，平成７年１０月５日から同月２３日

にかけて開設され，全て平成１２年１月１３日に解約されている仮名定期預

金１４口座，l2支店については，平成７年１０月６日から同月２４日にかけ

て開設され，平成１２年１月１７日にまとめて解約された仮名定期預金２１

口座，k銀行l4支店・l5支店・l6支店を統合した，現在のk銀行l4支店及びl7

出張所については，平成７年１０月４日から同月２６日にかけて開設され，

平成１１年１２月７日から同月１７日にかけて解約された仮名定期預金９１

口座（なお，l4支店分として発見された預金口座の解約時の伝票の裏面には，

同時に解約され出金された現金の合計額を表したテラー印字（現金ジャーナ

ル機に伝票を通したときに印字されるもの）があるものがあり，テラー印字

には，その伝票自体の口座からの出金額よりも大きい額が記載されている。），

l3支店については，平成７年１０月６日から同月２０日にかけて開設され，

平成１１年１１月９日又は平成１２年１月１７日から同月１９日にかけて解

約された仮名定期預金３４口座（平成１１年解約分が７口座，平成１２年解

約分が２７口座）が発見され，とりまとめられた。 

なお，Ｙ３は，いずれの預金についても，最終解約時の定期預金証書裏面

のサインの筆跡と，被告人の筆跡との対差を行っており，その結果，被告人

の筆跡と異なると判断されたものは，とりまとめの対象からは外した。 

Ｙ３は，このようにして把握された仮名定期預金の開設，解約状況等をと

りまとめたところ，現金化された金額は，合計６億５１９９万２９６０円で

あった。 

16 被相続人，家族名義の口座からの出金状況 

Ｙ３は，前記手帳２冊に記載された店番（各支店を特定するコード番号）を

もとに，各金融機関に対して被相続人名義，家族名義及び仮名定期預金の調査

を行ったところ，被相続人名義，家族名義の定期預金から，平成１０年ないし
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１３年に現金化された額は，合計１０億７４７３万８４４４円であり，そのう

ち被相続人名義の定期預金からの現金化額は，合計２億７８６６万９７９０円

であり，家族名義定期預金からの現金化額は，合計７億９６０６万８６５４円

であった。 

また，そのうち，前記手帳に口座番号等が記載されていた預金，平成６年以

前に開設された預金，現金を原資として開設された預金の各類型で，Ｅ及び被

告人名義の預金から現金化されたと認められる金額は，合計１億３６０７万４

４３８円であり，百万円以上の帯封現金として出金された可能性のある金額は

１億３３００万円である（百万円の帯封現金１３３本分）。 

17 関係法人に対する貸付金の調査，存在状況等 

Ｙ２は，前記「担保権解除申入書」に記載されている家族名義の担保預金に

ついて調査したところ，家族名義の預金は，平成１３年１２月６日に１６４口

座全てが解約されており，その解約金は，全て関係法人（g商事，t興業，u興業，

j興業，v興業）の普通預金口座に入金され，各関係法人において家族（被告人，

Ｃ，Ｄ，Ｂ，Ｉ）からの借入金（家族を貸し主とする関係法人に対する貸付金。

以下では，貸し主の名義をもって「○○名義の貸付金」という。）として計上

されていることが判明した。調査の結果，被相続人に帰属する関係法人に対す

る家族名義の貸付金は，２１億５５３８万３４６２円であると認定された。そ

のうち，被告人名義の預金の解約金を原資として，被告人名義で計上された貸

付金は，合計１億２２８６万５１４５円であった。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 発見現金の帰属について 

 被相続人名義定期預金の帰属 

関係証拠によれば，被相続人名義の定期預金が，被相続人に帰属すること

は明らかである。 

 仮名定期預金の帰属 
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ア 当事者の主張 

検察官は，仮名定期預金は，被相続人に帰属するものであると認定でき

ると主張する。 

これに対し，弁護人は，仮名定期預金について，被相続人に帰属すると

認定するに足るだけの立証がなされていないと主張する。 

以下，検討する。 

イ 検討 

 本件仮名定期預金の把握経過と検討の中心 

前記認定事実のとおり，本件仮名定期預金は，ⅰ前記手帳に口座番号

等が記載されていたもの，ⅱ前記担保預金差入証添付の一覧表に記載さ

れていたもの，ⅲ被告人がＵ弁護士に解約を依頼して解約されたもの，

ⅳ解約時のマネーロンダリングに関する本人確認書に「Ａ」と署名のあ

るもの，ⅴ被告人方・Ｂ方から発見された現金に付された帯封の支店名

や日付といった事情や証拠を手がかりとして調査を行い把握されたもの

のいずれかであることが認められる。このような把握経緯に加え，その

他被相続人及びその家族以外の者が本件口座を開設，管理していた状況

も窺われないことからすると，本件仮名定期預金は，被相続人，その家

族（以下，被相続人の家族を指して，単に「家族」ということがある。）

又は関係法人のうちいずれかに帰属する財産であることが認められる。 

問題は，本件仮名定期預金が，家族又は関係法人に帰属する可能性が

排斥され，被相続人に帰属すると認定できるのかという点にある。 

 仮名定期預金の発生原資 

定期預金の帰属の検討においては，その発生原資が何かという点が判

断の基軸となり得る。そこで，まず，仮名定期預金の発生原資について

検討する。 

前記認定事実のとおり，被相続人は，関係法人の実質的経営者として
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不動産賃貸業等を営んでおり，関係法人はそれによって不動産賃料収入

等を得ていた。これに対し，Ｂ，Ｅ及びＫは，関係法人あるいは被相続

人と離れた独自の収入は得ていなかったものであり，被告人についても，

習い事を教えるなどして一定の収入を独自に得ていたことは認められる

ものの，これらの個人としての収入あるいは被相続人からもらった金銭

は，被告人の家計簿に別に記載・管理され，預金化もされているとみら

れ，それら以外に，高額な前記仮名定期預金の原資となり得るほどの収

入があったかは疑問がある。また，医師であるＣ，Ｄは，就職後は，基

本的には病院からの給料を得ていたものであって，被相続人ら他のＡ家

の者とは経済的に独立していた。同人らについても，そのような自己の

収入以外に，高額な前記仮名定期預金の原資となり得るほどの収入があ

ったとは認められない。Ｈ，Ｇ，Ｆについても，同様に，他の家族と，

経済的一体性はなかったものである。 

このような被相続人，その家族，関係法人の収入状況からすると，そ

の内部において，前記仮名定期預金の原資となり得るものは，前記被相

続人あるいは関係法人による不動産賃料収入以外にはなかったものとい

える。 

したがって，仮名定期預金の発生原資は，もともとは関係法人におけ

る不動産賃料収入等であったと認定できる。そして，関係法人における

不動産賃料収入等は，第１次的には関係法人に帰属するものと考えるの

が相当である。 

 帰属の評価 

以上の仮名定期預金の発生原資の検討を前提として，仮名定期預金の

帰属について検討する。 

前記認定事実のとおり，被相続人が，少なくとも一定期間内において，

仮名定期預金を実際に継続的に開設していたこと，その際，被相続人が，



- 28 - 

認定できる期間以外にも仮名定期預金の開設を継続的に行っていたこと

を窺わせる言動をしていたこと，公判廷での家族の供述状況からして被

相続人以外の家族が本件仮名定期預金を開設・管理していたとは認めら

れないことを踏まえると，前記仮名定期預金は，被相続人が開設したも

のと認められる（なお，定期預金の開設に際して，銀行員と現金等を授

受する際に，Ｅ，被告人が関与していた状況があったことも認められる

が，前記認定のとおり，被相続人が役員報酬の計上額を決めるなど関係

法人等の金員を管理していたことからすると，その現金等の授受に関し

て，Ｅ・被告人の関与があるとしても，被相続人の意思を離れて，預金

の開設がなされていたとは認められないことから，前記の認定に影響を

及ぼすものではない。）。 

この点，弁護人は，預金の開設経過が立証されているのが一定期間に

限られることをもって，開設経過が不明であると主張する。しかし，立

証されている一定期間の開設の態様やその際の被相続人や被告人らの言

動，その他家族の収入状況等の事情を踏まえれば，前記不動産賃料収入

等を原資として，被相続人が開設したものであることについて疑いを生

じさせるとまではいえず，このような弁護人の主張も，その点の推認（認

定）を妨げるものとはならない。 

そして，①このような開設状況（預金の管理者は被相続人とみられる

こと），②仮名定期預金は，いずれも個人名義の口座であること，③仮

名定期預金についての関係法人における経理処理の状況について，前記

認定事実のとおり平成９年や平成１２年の税務調査の際において初めて

税務署側にその存在が発覚したものであることからすると，仮名定期預

金は，関係法人において，法人税の課税対象となる所得として計上・申

告されてはいなかったものと認められること，④平成９年の関係法人に

対する税務調査において，仮名定期預金が会社資産であるならば，そこ
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から発生した受取利息に対する税金分を支払うよう税務署側から要求さ

れた際，結局，被告人側の意向に沿って，仮名定期預金は，関係法人に

帰属しないものとして税務上処理されていることなどを併せ考えると，

前記仮名定期預金は，関係法人から被相続人に対する実質的な報酬を，

被相続人が仮名で預金したものとみられ，仮名定期預金は被相続人に帰

属するものであると認定できる。 

 弁護人の主張について 

a. 手帳の筆跡について 

この点，弁護人は，仮名定期預金の把握の契機の一つとなった当該

手帳に関する筆跡の調査が不十分であるとし，その筆跡は，査察官が

対差対象とした銀行確認書の文字と特徴に違いがあるから，当該手帳

の記載は被相続人が記載したものかどうかが不明であると主張する。 

確かに，筆跡の調査を担当したというＹ２査察官の供述する筆跡の

検討状況は，Ｙ２自身専門的知識を持っていないことや，数字を中心

に対差したに過ぎないことなど，十分なものとは言い難く，同人が，

筆跡が類似していると判断したと供述していることから，筆跡の同一

又は類似性が肯定できるものではない。さらに，手帳の記載全体をみ

ても，全て被相続人が記載した可能性はあるものの，被相続人以外の

者が記載した可能性も排斥されない。 

しかし，前記認定事実のとおり，前記手帳は，いずれも被相続人，

Ｅ及びＢらが居住していた現Ｂ方から発見されたものであること，い

ずれの手帳にも，k銀行の印刷等があり，内容欄には，手書きで，仮名

定期預金等の口座番号等が規則的に多数記載されているものであるこ

と，その記載の体裁からすると同一人が管理していたものであると認

められ，そのうちの一つには，被相続人の名前と符合する「●●」と

の記載があること，被相続人の家族には，当該イニシャル等の記載に



- 30 - 

符合する名前の者は，被相続人の外にはＣしかおらず，Ｃは，仮名定

期預金等の開設・管理をしておらず，k銀行との取引もなかったこと，

被相続人が仮名定期預金を継続的に開設していた状況が認められるこ

と，被相続人，その家族及び関係法人には被相続人あるいは関係法人

による前記不動産賃料収入等以外に仮名定期預金の原資となり得る収

入は認められないことといった事情を踏まえると，前記手帳は，被相

続人が，仮名定期預金等を管理するためのものであったものと認めら

れ，少なくとも手帳の記載が被相続人の意思を離れて記載されたもの

ではないと認められる。 

したがって，筆跡調査が不十分であるという弁護人の主張も，前記

の認定に影響を及ぼすものではない。 

b. 解約時等の状況等に関する主張について 

弁護人は，最終解約時の定期預金証書の裏面の署名の筆跡が被告人

のものであるかの調査が不十分であること，マネーロンダリングに関

する本人確認書は，被相続人が記載したものではなく，その作成の際

に，k銀行は被相続人に連絡を取っていないこと，預金の解約に際して

被相続人の本人確認を行っていないことなど，解約時点における諸事

情を指摘する。 

しかし，被告人の署名に関する調査の点についてみると，最終解約

時に被告人が署名したか否かという点は，被相続人，その家族及び関

係法人内部での仮名定期預金の帰属の認定に関して大きな意味を持つ

事実とはいえず，この点は，前記の認定に影響を及ぼさない（査察官

は，被告人の筆跡と似ていないと判断したものを被相続人に帰属する

財産として除外したと供述しているが，査察官が，このように処理し

ていることによって，その事実の持つ意味が変わるわけではない。）。 

また，k銀行は，前記Ｔがk銀行η支店長のころ（平成１１年以降）
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に，仮名定期預金を廃止する方向に動き出したとはいえ，それ以前は，

継続的に，被相続人による仮名定期預金の作成を認容してきたという

実態があること，被告人は，被相続人の長女であり，実質的に被相続

人が中心となって営業していた関係法人の業務を，被相続人の入院後

に，被告人が被相続人に代わって担当し，k銀行の担当者も被相続人の

意向に沿った行動であると捉えていたとみられること，k銀行において

は，定期預金証書及び名義人の押印があれば解約に応じていたという

状況も窺われることなどからすると，k銀行において，被相続人の本人

確認等をすることなく，被告人による定期預金の解約手続に応じるこ

ともあり得るものであり，弁護人の前記主張も，前記判断を覆すもの

とはならない。 

ウ 結論 

以上によれば，前記仮名定期預金は，全て被相続人に帰属するものであ

ると認められる。 

 家族名義定期預金の帰属について 

ア 当事者の主張 

検察官は，家族名義定期預金は，被相続人に帰属すると認められると主

張する。 

弁護人は，関係法人には，被相続人だけでなくその家族が取締役等とし

て選任され，関係法人から家族に対し役員報酬等が支出されており，家族

名義定期預金の原資は，家族が受け取るべき役員報酬等を被相続人が管理

していたものであるから相続財産ではない旨主張する。そして，その根拠

として，①被告人をはじめとする家族が，関係法人の仕事の一部を担って

きたこと，②被相続人と家族とは食事会を開催しており，その際に被相続

人は同会について役員会であるとの説明もしていたこと，③Ｃ，Ｄ，Ｉ，

Ｍは，自分に役員報酬が出ていることを知っていることを示す言動等をし
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ていたこと，④税務署が家族に対する役員報酬の支出を認める扱いをして

きたこと，⑤k銀行の担当者も家族名義定期預金が名義人に帰属すると認識

しているような言動をとっていたこと，⑥家族名義定期預金の開設経過が

不明であること，⑦Ｅの被相続人の家庭の資産形成への寄与度，Ｅの定期

預金に関する言動等の事情を主張する。 

以下，検討する。 

イ 検討 

 検討の要点と手法 

仮名定期預金の検討において論じたのと同様に，被相続人，家族又は

関係法人においては，関係法人あるいは被相続人の不動産賃料収入等以

外に，家族名義，被相続人名義の定期預金の原資となり得るものはない

と認められることからすると，関係法人における不動産賃料収入等が，

本件家族名義定期預金の大元の原資であると認められる。 

そして，前記認定事実及び関係証拠によれば，①本件家族名義定期預

金は，被相続人，又は被相続人の代わりに関係法人の業務を行っていた

被告人により，開設・管理されていたものであること，②Ｃの個人の確

定申告を被相続人が行っていたことがあったこと，③Ｄの病院の給料に

多額の税金が課されたこと等があったこと，④Ｍの確定申告を被告人又

は被相続人が行っていたことなどの事情があった可能性は否定されな

い。 

これらの事情からすると，関係法人において，家族に対する役員報酬

が計上されていた可能性はある。 

もっとも，関係法人の経理処理上，各家族に対する役員報酬が計上さ

れていたとの事情があったとしても，家族名義定期預金への入金・預け

替え等が，実体的に各家族に対する役員報酬の支出として（すなわち，

各家族へ当該金員を帰属させる意思で）なされたものでなければ，それ
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らの預金は各家族には帰属しないと解される。そのような入金・預け替

えが，仮名定期預金の検討で論じたのと同様に，関係法人から被相続人

に対する実質的な報酬を家族の名義で入金したもの，あるいは，そのよ

うにして関係法人から出金した預金等を預け替えたものであるとすれ

ば，その家族名義定期預金は，被相続人に帰属するものと認められる。 

家族名義定期預金が実体的に誰に帰属するかは，各家族名義定期預金

の入出金状況，役員報酬を支払う側と受け取る側の言動等から推認され

る入金の意図等その他の事情も踏まえて，実質的に検討する必要があり，

この点の判断が，当該争点の要点となる。 

以上を前提に，検察官が発見現金の原資として主張する家族名義定期

預金の把握状況の類型（①前記手帳に口座番号等が記載されたもの，②

仮名定期預金の解約金を原資として開設されたもの，③被相続人名義の

普通預金又は定期預金の解約金を原資として開設されたもの，④平成６

年以前に開設されたもの（なお，同一名義で預け替え又は更新手続がな

されている場合には，最初の入金をとらえて平成６年以前としている。），

⑤現金を原資として開設されたもの）に応じて，本件家族名義定期預金

として入金される直前の当該金員の状況（以下，「直近の原資」という。）

や，当該預金の管理状況が，どのようなものであったかという観点から

分類し，それらを基軸として，以下，検討する。 

 仮名定期預金，被相続人名義の預金を原資とするものについて 

前述したとおり，仮名定期預金に入金された場合，それらは被相続人

に対する実質的な報酬として帰属させるために出金され，預金化された

ものと評価できる。また，被相続人名義の普通預金又は定期預金に入金

された場合も，同様に評価できる。 

したがって，いずれについても，仮名定期預金あるいは被相続人名義

の普通預金又は定期預金に入金された時点で，当該金員は被相続人に帰
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属したものと認められる。 

その後，仮名定期預金あるいは被相続人名義の普通預金又は定期預金

から，家族名義定期預金へ入金等されていたとしても，これを関係法人

の役員報酬としての出金等とみることはできない。あくまで被相続人に

帰属する預金を，家族名義で預け入れたものと認定すべきである。 

したがって，仮名定期預金あるいは被相続人名義の普通預金又は定期

預金を直近の原資とする家族名義定期預金は，全て被相続人に帰属する

ものと認められる。 

弁護人は，家族名義定期預金の原資は，家族が受け取るべき役員報酬

等を被相続人が管理していたものであると主張するが，このような直近

の原資の状況からすると，その主張は採用できない。 

 手帳に口座番号等が記載されたもの，直近の原資の状況や入金経緯が

把握できないものについて 

前記手帳に口座番号等が記載されているもの（①）や，平成６年以前

に当初の開設がなされたもの（④）については，その直近の原資は証拠

上不明である。 

前記のとおり，それらの預金についても，不動産賃料収入が大元の原

資となっていたことは認められる。しかし，それだけでは，関係法人か

ら家族に対する役員報酬の支払いとして入金等がなされていた可能性は

否定されない。 

そこで，当該類型については，その他の観点も踏まえて，更に検討を

要する。 

a. Ｅ，被告人以外の家族名義の預金について 

これらの類型の定期預金は，前記手帳に記載されたもの又は当初の

開設時期が平成６年以前であるものであることからすると，被相続人

の意思に基づいて開設・管理されていたものと認められる（なお，平
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成８年１２月以後に更新手続等がなされているものについては，被告

人が中心となってその手続を行ったものとみられるが，当初の実質的

な開設・管理は被相続人がしたものであるし，それ以後の更新等は形

式的なものに過ぎない。）。 

そうすると，当該家族名義定期預金について，被相続人が，当該名

義人との間で，当該預金口座を開設・管理することについて合意を得

ていない場合は，入金された金員は，名義人には帰属しないもので，

これらは，実質的にはそれを直接に管理している被相続人に帰属する

ものとみるべきである。 

そこで検討すると，Ｃ，Ｄ，Ｊ，Ｈの公判供述によれば，Ｅ，被告

人及びＢ以外の家族は，関係法人から家族名義定期預金として入金さ

れた金員を役員報酬として得るだけの業務実態はほとんどなかったも

のと評価してよい上，それらの家族は，関係法人からの役員報酬を受

け取る意思もなかったものと認められる。 

また，被相続人のＣ・Ｄら家族に対する言動をみても，被相続人が，

Ｅ，被告人及びＢ以外の家族に対して，家族名義定期預金として出金

した金員を，役員報酬として支払う意思があったともみられない。 

また，Ｂについても，同人の公判供述によれば，Ｂがjビルに出勤す

るようになったのは，平成１１年ころ以降であり，それ以前の関係法

人の業務に対する関与は，Ｂ方に持ち込まれる賃料の受け付け等に過

ぎなかったこと，Ｂが，被相続人に対し，計上されている役員報酬を

全額くれないかと言ったところ断られたことがあったこと，Ｂは，被

相続人から，Ｂ名義の定期預金証書に関して，「わしから出たお金や

から，わしのもんやろう，何でお前に渡さなあかんねん。」と言われ

たことがあったこと，Ｂ自身も被相続人から，自身名義の定期預金と

して貯めているお金をもらえるという認識はなかったことといった事
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情が認められる。 

これらの事情を併せ考えると，被相続人が，Ｅ及び被告人以外の家

族との間で，当該預金口座を開設・管理することについて合意があっ

たとは認められない。 

したがって，それらの家族名義の定期預金については，被相続人に

帰属するものと認められる。 

b. 被告人及びＥ名義の定期預金について 

前記認定事実によれば，被告人，Ｅ名義の定期預金についても，実

質的には，被相続人に帰属する可能性はある。他方，Ｅ及び被告人に

ついては，他の家族に比して，関係法人の業務に対する関与の度合い

は大きく，そのＡ家の財産形成に対する寄与の度合いの大きさからし

ても，両名については，関係法人から役員報酬を支払うだけの実態が

全くなかったものとはいえない。 

また，前記のとおり，当該類型の預金口座については，その具体的

ないし個別的な原資や入金経緯・定期預金証書の管理状況は不明確で

ある上，証拠上認められるＥ及び被告人に対する被相続人の言動は，

他の家族に対するものと異なり，同人らに役員報酬として支出する意

思がないといえるだけの内容でもないことなどを併せ考えると，同人

ら名義の預金口座は，同人らに対する役員報酬を被相続人において管

理していたものである可能性も排斥できない。 

 現金を直近の原資とする預金 

現金が直近の原資である預金は，全てＥ名義のものであり，当初の開

設日が平成８年１２月より前のものは，被相続人が，それ以後のものは

被告人が開設したものと認定できるが，それ以上の具体的な入金経緯に

ついては，前記の平成６年以前開設の類型と同様に，証拠上不明確であ

ることからすると，その帰属についても，Ｅに帰属する可能性を排斥で



- 37 - 

きないというべきである。 

 小括 

以上より，前記手帳に口座番号等が記載された預金，平成６年以前に

開設された預金及び現金で入金された預金のうち，Ｅ及び被告人名義の

定期預金については，同人らに対する役員報酬であるという可能性を排

斥できない。 

ウ 結論 

前記手帳に口座番号等が記載された預金，平成６年以前に開設された預

金及び現金で入金された預金のうち，Ｅ及び被告人名義の定期預金は，被

相続人に帰属するものとは認定できない（前記認定事実のとおり，それら

の定期預金から現金化されたと認められる金額は，合計１億３６０７万４

４３８円であり，そのうち，百万円以上の帯封現金として出金された可能

性のある金額は１億３３００万円である。）。これに対し，それ以外の家

族名義定期預金については，被相続人に帰属するものと認定できる。 

 発見現金の原資が被相続人名義・仮名名義・家族名義定期預金の解約金で

あるかについて 

ア 当事者の主張 

 検察官の主張 

検察官は，被告人方から発見された現金のうち，k銀行の平成１０年分

ないし平成１３年分及び平成１５年分の各帯封付き現金合計３８億３４

００万円，日付が特定できないk銀行の帯封付き現金９００万円，n銀行

の帯封付き現金１３億７２００万円，旧m銀行の帯封付き現金１億５００

０万円，旧o銀行の帯封付き現金２億１５００万円，旧p銀行の帯封付き

現金３０００万円，旧q銀行の帯封付き現金１億１０００万円，n銀行が

使用していた無地の帯封付き現金３０００万円の総額５７億５０００万

円，及び，Ｂ方から発見された平成１０年１０月２９日付けn銀行の帯封
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付き現金１億円（平成１８年１１月１４日発見），日付のないn銀行の帯

封付き現金６０００万円，平成１１年４月２６日付けn銀行の帯封付き現

金２０００万円，平成１１年８月２６日付けk銀行s支店の帯封付き現金

９００万円（なお，冒頭陳述の本文部分及び論告ではn銀行の帯封付き現

金とされているが，s支店の誤りとみられる。）（いずれも平成２０年３

月１１日発見）及び平成１８年１１月２０日にＢがr銀行に入金した現金

１億円（以下，Ｂがr銀行に入金した１億円についても，Ｂ方から発見さ

れた現金と同様に扱い，まとめて「Ｂ方から発見された現金」などとい

う。）の総額２億８９００万円は，被相続人名義・仮名名義・家族名義

定期預金の解約金と認められるから，相続財産に当たると主張する（被

告人方からは，６０億８６７８万１０００円の現金が発見されているが，

検察官は，このうち前記の合計５７億５０００万円を相続財産として主

張するので，以下，検察官が被相続人の相続財産として主張している現

金を指して，「発見現金」と記載する。）。 

 弁護人の主張 

弁護人は，①仮名定期預金の解約現金がどれだけ被告人方及びＢ方に

保管されていたかどうか分からないこと，②検察官は帯封等によって推

測しているに過ぎないこと，③発見現金のうち，n銀行の帯封の現金には，

関係法人の財産である供託金の返還金最大７８００万円が含まれている

可能性があることなどから，被告人方から発見された現金が定期預金の

解約金に由来するものであることについての検察官の立証は十分でない

旨主張する（なお，弁護人は，Ｂ方から発見された現金が，定期預金の

解約金であることは争っていないとみられ，関係証拠上も，Ｂ方から発

見された現金が，平成１１年５月１２日に解約された被相続人又は家族

名義の定期預金の解約金であることは優に認定できる。）。 

 以下，検討する。 
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イ 検討 

被告人方の発見現金は，全て，１００万円又は１０００万円単位で帯封

が付されたものであり，それらの単位で銀行から出金されたものと認めら

れる。また，それらは，被告人方において，ガレージ倉庫内又は居室内に，

まとめて保管されていたものであり，その金額は合計５７億５０００万円

と極めて高額にのぼる。 

このように，現金に帯封が付されていることからすると，それらの現金

を個々にみても，他の現金が混入する可能性は高いものではない上，その

総額が，５７億５０００万円と，極めて高額にのぼることからすると，そ

の原資となり得るものは，相当に限定される。 

このような状況に加えて，①検察官が，発見現金の原資として主張する

定期預金は，k銀行から，平成１０年ころから平成１３年ころに，継続的に

解約・現金化されたものであり，その総額も，合計７１億８６６９万８４

９３円と発見現金の原資として矛盾のないものであること，②発見現金の

帯封の状況や保管状況と検察官が発見現金の原資であると主張する各定期

預金の解約状況とに矛盾もみられないこと，③被告人は，平成１０年ころ

から平成１３年２月ころまでという検察官が発見現金の原資であると主張

する各定期預金の解約時期と符合する時期に，仮名・家族・被相続人名義

の定期預金を解約し，平成１１年５月１２日に解約した３億円余りの現金

を除いて，解約現金を被告人方に運び入れていたという状況が認められる

ことを併せ考えると，他の現金が混入していることを疑わせる事情のない

限り，被告人方の発見現金は，検察官主張の仮名・家族・被相続人名義の

定期預金の解約金を被告人が被告人方に運び込み，同所で保管していたも

のと推認することができる。 

ウ 弁護人の主張について 

そこで，そのような事情が認められるかという観点から，弁護人の各主
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張について検討する。 

 弁護人の主張①について 

弁護人は，Ｙ１査察官による定期預金から現金化された金額に関する

調査について，「その調査で行われた計算は，現金化された定期預金の

うち，その使途や資金移動が明らかになったものを除いたに過ぎず，そ

れだけの現金がそのまま被告人方に保管されていたことを意味するわけ

ではない。例えば，Ｙ１は，この調査の際，関係法人の現金出納帳を確

認するなどして関係法人に現金が移動したかどうかを調査していないの

であり，関係法人が使用した現金を含めて計算されている可能性を否定

することができない。」旨主張する。 

確かに，その調査は，出入金額に差額が出る取引に着目し，最終的に

出金のみなされ現金化された額を集計したものであり，直ちに，定期預

金から出金された現金が，被告人方に運び込まれた金額として認定でき

る内容のものではない。 

しかし，その調査によっても，少なくとも，当該預金からその時点で

現金化された金額や時期を把握することは可能である。前記のとおり，

定期預金からの現金化された金額や時期に，その他の事情を加えて検討

すれば，現金化された解約金が発見現金の原資になっていることの推認

は可能である。 

このような弁護人の主張も，前記の推認を覆すものとはならない。 

 弁護人の主張②について 

弁護人は，被告人方からの発見現金について，「検察官は，帯封等に

よって原資を推測しているにとどまる。例えば，関係法人は，k銀行にも

普通預金口座があったのであり，k銀行等の帯封付きの現金の中に，関係

法人の口座から出金された現金が混入していた可能性を否定できないか

ら，検察官が相続財産として主張する合計５７億５０００万円が被相続
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人に帰属する定期預金を原資にしているとまで認定することはできな

い。」旨主張する。 

しかし，x興業を除いては，関係法人の事務所は，jビル又はＢ方にあ

り，法人業務もそこを中心に行われていたこと，そのような中で，関係

法人の現金を被告人が被告人の自宅に前記認定のような形態で保管すべ

き必要性は想定できないこと，x興業の賃料収入は，被告人が回収してい

たこと（百万円単位の帯封付きの形態になるとはみられない。）などか

らすると，会社財産が，帯封が付された本件発見現金に混入したとも認

められない。 

また，被告人や家族の個人財産についてみても，被告人は，自身や息

子の生活費等を自ら家計簿をつけて管理していたものであり，家計簿に

は発見現金や，検察官が発見現金の原資として主張する定期預金の記載

はなく，被告人が日常使用する現金が，発見現金に混入しているとは認

められない。また，家族の生活状況等からしてその他の家族に帰属する

現金が，被告人方に持ち込まれるということも考えがたい。これらの事

情に加え，前記のとおり，被告人方の発見現金には全て帯封が付されて

いたこと等を併せ考えると，定期預金の解約金のほかに家族に帰属する

現金が発見現金に混入している可能性は認められない。 

よって，弁護人の主張②も，前記認定を覆すものとはならない。 

 弁護人の主張③について 

関係証拠によれば，被告人は，関係法人の不動産賃料等の供託金の払

戻金７８００万円（n銀行の帯封がついていた。）を被告人方に運び込ん

でいたことが認められ，それが，発見現金のうちn銀行の帯封が付された

ものに含まれている可能性はあると認められる。 

この点について，検察官は，被告人が自宅に持ち帰って保管していた

関係法人の受取賃料や供託金については，このような供託金の払戻金を
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相続財産たる被相続人の個人財産である定期預金の解約現金に混入させ

て保管したのであるから，この保管形態から，被相続人の委託に基づき，

関係法人の供託金や受取賃料を被相続人の個人財産として取り込んで保

管していたものと認められると主張する。 

確かに，元々は関係法人の財産たる現金であったとしても，その実質

的経営者が，自身のものとして取り込めば，その是非は別として，その

帰属主体自体は，取り込んだ実質的経営者になるものともみられる。 

もっとも，本件の場合，被告人方に運び込んでいたのは，被告人であ

るから，かかる払戻金が，被相続人に帰属するといえるためには，被相

続人のものとして取り込むために，被告人方に払戻金を運ぶことについ

て，被相続人からの委託等が存する必要がある。 

確かに，被告人は，被相続人の業務を引き継ぎ，被相続人に代わって

これを行っていたものであるが，その払戻金を自宅に運び込み，被告人

方に保管していくことについて，被相続人からの委託があった等の事情

は，本件の証拠上認定することはできない。 

そうすると，前記供託金の払戻金７８００万円が，被相続人の帰属で

ない可能性も排斥できない。 

エ 小括 

以上より，n銀行の帯封現金のうち，７８００万円については，定期預金

の解約金ではない可能性があるが，それ以外の発見現金については，前記

の他の現金が混入していることを疑わせる事情もみられず，仮名・家族・

被相続人名義の定期預金の解約金であると認定できる。 

 結論 

以上検討したところによれば，検察官が相続財産として主張する現金中，n

銀行の帯封付き現金のうち７８００万円は，相続財産として認定できない。 

また，前述したとおり，家族名義定期預金の一部は被相続人に帰属しない
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可能性があり，そのうち１００万円以上の単位で帯封が付されて解約・現金

化された可能性のあるものは，被告人方及びＢ方の発見現金に混入している

可能性がある。そして，前記認定事実のとおり，被相続人に帰属しない類型

の家族名義定期預金のうち，帯封が付されて出金された可能性のある金額は，

１億３３００万円にのぼる。 

したがって，被告人方及びＢ方の発見現金のうち，合計２億１１００万円

は，相続財産でない可能性がある。これに対し，その余の発見現金について

は，全て相続財産であると認定できる。 

２ 関係法人に対する家族名義の貸付金の帰属について 

 当事者の主張 

検察官は，家族（被告人，Ｃ，Ｄ，Ｂ，Ｉ）を貸し主とする関係法人に対

する貸付金７億５６２２万９７４３円は，原始的に，被相続人に帰属するも

のと認められると主張する（なお，検察官の主張するこの点に関する実際額

と申告額の差額は６億２８７４万９２６６円である。）。 

弁護人は，家族名義の貸付金は，被相続人ではなく，各名義人に帰属する

と主張する。 

以下，検討する。 

 検討 

前記認定事実のとおり，本件で，検察官が，相続財産となると主張してい

る関係法人に対する家族名義の貸付金（以下，特に断りのない限り，この意

味で，「関係法人に対する家族名義の貸付金」又は単に「貸付金」などとい

う。）は，定期預金の解約金が，関係法人の普通預金口座に入金され，関係

法人に対する貸付金として計上されたものである。なお，その後，当該普通

預金口座に入金された金員が関係法人のk銀行に対する借入金の返済に充て

られていた。 

このような貸付金の発生状況からすると，貸付金計上の原資となった定期
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預金が帰属する者に，貸付金も帰属するものと認められる。そして，本件貸

付金の原資となった定期預金は，貸付金（借入金）の関係法人における計上

名義である被告人，Ｃ，Ｄ，Ｉ，Ｂに加えて，Ｋ，Ｊの名義のものがある。 

このように，関係法人に対する家族名義の貸付金は，家族名義の定期預金

を原資としており，その定期預金の帰属については，前述の家族名義の定期

預金の帰属に関する検討が同様に当てはまる。 

したがって，Ｃ，Ｄ，Ｉ，Ｂ，Ｋ，Ｊ名義の定期預金は被相続人に帰属す

るものと認められるから，その解約金を原資として各関係法人に計上された

貸付金は，計上された名義を問わず，全て，被相続人に帰属するものである

と認められる。 

これに対し，貸付金の原資となった定期預金のうち，もともと被告人名義

のものは，本件で取り調べた証拠上，その入金経緯等も把握できないことか

らすると，家族名義定期預金に関する検討で述べたように，被相続人に帰属

しない可能性も排斥できないといえる。 

したがって，被告人名義の定期預金を原資とし，被告人名義で計上されて

いる貸付金については，被相続人帰属でない可能性も排斥できない。 

この点，検察官の主張するとおり，貸付金の一部について計上する名義を

被告人の指示で変更していることは認められる。これは，被告人が主張する

とおり，貸付金，ひいてはその原資となった家族名義定期預金について，被

告人が，その名義人に帰属するものであると認識していたわけではないこと

を窺わせる事情となる。しかし，他方，被告人名義の定期預金を原資として，

他の家族名義で計上されているものはないことなどからすると，必ずしも，

被告人名義の定期預金及び貸付金の帰属に関する前記認定を覆すものとはな

らない。 

 弁護人の主張について 

ア 弁護人は，担保に入っていた家族名義定期預金が被相続人に帰属するの
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であれば，同じ担保に入っていた仮名定期預金と同様に，被相続人名義の

普通預金口座に入金された上，関係法人の借入金の返済に充てられるはず

であると主張する。 

しかし，仮に，実体的な帰属が被相続人にあったとしても，あくまで形

式的な名義は家族名義になっていることなどに照らすと，仮名定期預金と

同一の入金経緯をとらなければならない必然性はない。 

したがって，当該事情は，前記認定を覆す事情とはならない。 

イ また，弁護人は，家族名義の貸付金の原資となった家族名義定期預金に

ついて，関係法人において家族名義の役員報酬が計上されてきた実態があ

り，役員報酬及び家族名義定期預金の存在を税務署において長年にわたり

認めてきたことからすると，各貸付金が各名義人に帰属するものであると

いえると主張する。 

しかし，税務署における処理が，財産の帰属の認定に直結するものでも

ない。 

してみると，このような弁護人の主張も前記認定を覆すものとはならな

い。 

 結論 

以上のとおり，検察官が相続財産であると主張する関係法人に対する家族

名義の貸付金のうち，被告人名義の定期預金を原資とする１億２２８６万５

１４５円は相続財産とは認定できないが，その余については被相続人の相続

財産と認定できる。 

３ Ｂとの共謀について 

検察官は，被告人の検察官調書の供述によれば，Ｂとの共謀が認められると

主張する。しかし，被告人の検察官調書は，弁護人が，任意性・信用性を争っ

ている。そこで，まずは，被告人の検察官調書を除外して，その他の事情から，

共謀が認められるのか検討する。 
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前記認定事実によれば，①高額の定期預金を被告人・Ｂが解約し，被告人が

その解約現金を被告人方に運び込んでおり，それをＢも認識していたこと，②

被告人及びＢは，それらの現金の中に，被相続人名義の口座を原資とするもの

など，相続財産となるものが存在していることを認識していたと認められるこ

と，③その現金の金額からすると，被告人及びＢはそれらが被相続人死亡時点

で残存していることも認識していたと認められること，④被告人及びＢは，確

定申告書を作成した税理士らと打ち合わせを行っており，被告人は，その際，

Ｎに対し，被相続人に帰属する現金は「ない」旨話していること，⑤Ｂが，Ｎ

事務所に家族の印鑑を持参し，その場で，確定申告書に押印がなされたことと

いった事情が認められる。 

以上の状況からすると，被告人及びＢは，相続税を免れる意図のもとに，確

定申告に際し，不正な行為を行って正当な税額よりも過少な税額を申告したこ

との認識を持っており，両名はそれを互いに共有していたと認められるから，

被告人及びＢには，相続税をほ脱する点の共謀があったと認められる。 

第４ 結論 

以上の次第であるから，判示のとおり認定した（課税価格及びほ脱税額等に

ついては，別紙１修正相続財産内訳書，別紙２ほ脱課税価格の内訳明細書，別

紙３ほ脱税額計算書参照【いずれも省略】）。 

（法令の適用）【省略】 

（量刑の理由） 

本件は，被告人が，相続人の一人と共謀の上，あらかじめ被相続人（実父）の保

有する定期預金を解約した現金を自宅に隠匿するなどして秘匿した上，過少な金額

を記載した内容虚偽の相続税申告書を提出して，自己及び共同相続人の相続税を免

れたという相続税法違反の事案である。 

被告人らが免れた相続税は合計２７億９７９４万円余りと極めて巨額であり，ほ

脱率も８割を超える高率なものである。被告人は，被相続人に帰属する定期預金を
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解約した現金を隠匿した上で，相続税の虚偽過少申告を行ったものであり，悪質で

ある。被告人は，自ら多額の現金を自宅に隠匿するなどし，税理士との交渉等も中

心となって行うなど，本件犯行において主導的な役割を果たしたものである。 

被告人は，本件犯行に及んだ動機について，家族名義や仮名定期預金は，家族の

役員報酬を運用していたものであるにもかかわらず，この存在を明らかにすると，

この預金を解約した現金は全て被相続人に帰属するものであると言われてしまうと

考えたから，被相続人に帰属する現金があると説明できなかった旨述べる。しかし，

それは適正な申告をしない理由となるものではなく，犯行動機についても，酌むべ

き事情があるとは認められない。 

以上によれば，被告人の刑事責任は重い。 

他方，本件相続について，修正申告を行い，本税のほか，延滞税・重加算税等の

全額（合計約５０億円）を納付していること，反省の態度を示していること，被告

人に前科前歴はないこと，高齢でいくつかの重篤な病気に罹患し体調も優れないこ

となどの事情も認められる。 

しかし，それらの被告人のために斟酌すべき事情を考慮しても，前記のとおり，

ほ脱金額が誠に巨額であることなどからすると，被告人に対しては，懲役刑につい

ても実刑は免れず，また，併せて相当額の罰金刑を科さざるを得ない。 

よって，主文のとおり決する。 

（求刑 懲役４年６月及び罰金１０億円） 

平成２３年６月１０日 

大阪地方裁判所第１２刑事部 

 

裁判長裁判官   横 田 信 之                
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裁判官   難 波  宏                

 

 

 

裁判官   田郷岡 正 哲                

 


